
三
月
二
十
四
日
、
役
場
会
議
室
に

お
い
て
、
平
成
十
五
年
度
第
二
回
小

野
町
都
市
計
画
審
議
会
（
会
長
鈴
木

忠
勝
氏
）
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

審
議
会
で
は
、
会
長
よ
り
、
町
で

は
公
共
下
水
道
の
よ
う
な
都
市
計
画

事
業
の
中
で
も
大
き
な
事
業
が
予
定

さ
れ
て
お
り
重
要
事
項
も
あ
る
た
め
、

そ
の
内
容
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
慎

重
な
審
義
を
お
願
い
し
た
い
と
あ
い

さ
つ
が
あ
り
、審
議
に
入
り
ま
し
た
。

審
議
事
項
は
、

①
こ
ま
ち
ダ
ム
建
設
事
業
に
つ
い

て
②
右
支
夏
井
川
河
川
改
修
と
市
街

地
整
備
に
つ
い
て

③
小
野
町
公
共
下
水
道
基
本
計
画

策
定
に
つ
い
て

④
田
村
東
部
都
市
計
画
区
域
マ
ス

タ
ー
プ
ラ
ン
に
つ
い
て

の
四
点
で
、
各
事
業
に
お
け
る
取
り

組
み
状
況
及
び
計
画
の
概
要
な
ど
に

つ
い
て
事
務
局
よ
り
報
告
の
後
、
委

員
か
ら
は
「
河
川
改
修
の
予
算
確
保

に
あ
た
っ
て
の
要
望
活
動
の
積
極
的

な
展
開
を
図
る
べ
き
。」「
河
川
周
辺

環
境
保
全
の
た
め
住
民
意
識
向
上
の

周
知
徹
底
。」「
こ
ま
ち
ダ
ム
周
辺
整

備
に
対
す
る
町
の
考
え
は
ど
う
な
の

か
。」「
下
水
道
と
河
川
改
修
と
の
整

合
性
を
図
る
べ
き
。」な
ど
の
意
見
が

出
さ
れ
ま
し
た
。

町
で
は
、
こ
の
審
議
会
の
ご
意
見

を
も
と
に
さ
ら
に
「
快
適
環
境
の
ま

四
月
四
日
、
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム
に

お
い
て
平
成
十
六
年
度
小
野
町
消
防
団

辞
令
交
付
式
が
行
わ
れ
、
亀
田
団
長
か

ら
退
団
、
昇
格
、
入
団
の
各
団
員
に
辞

令
書
が
交
付
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
新
入
団
員
は
船
引
消
防
署

小
野
分
署
に
お
い
て
普
通
救
命
講
習
を

受
講
し
、
町
民
の
生
命
、
財
産
を
守
る

べ
く
真
剣
に
取
り
組
み
、
団
員
と
し
て

の
知
識
と
技
能
の
習
得
に
励
み
ま
し
た
。

午
後
三
時
か
ら
定
例
幹
部
会
が
開
催

さ
れ
、
平
成
十
六
年
度
の
活
動
方
針
が

決
定
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
多
年
に
わ
た
り
飯
豊
字
宮
ノ

下
地
内
の
ポ
ン
プ
置
場
敷
地
を
協
力
さ

れ
ま
し
た
吉
田
成
壽
様
、夏
井
字
石
ノ
平

地
内
の
防
火
水
槽
敷
地
を
寄
付
さ
れ
ま

し
た
会
田
則
夫
様
、
塩
庭
字
向
永
志
田

地
内
の
防
火
水
槽
敷
地
を
寄
付
さ
れ
ま

し
た
常
恒
政
夫
様
に
対
し
て
、
町
長
か

ら
感
謝
状
と
記
念
品
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

四
月
一
日
、
藤
井
利
夫
氏
（
小

野
新
町
字
反
町
十
二
番
地
）
が
小

野
町
交
通
教
育
専
門
員
を
再
委
嘱

さ
れ
、
町
長
か
ら
委
嘱
状
が
交
付

さ
れ
ま
し
た
。

今
後
引
き
続
き
三
年
間
、
街
頭

指
導
及
び
各
種
行
事
等
で
交
通
指

導
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

総
務
省
で
は
、
小
野
町
を
担
当
す

る
行
政
相
談
委
員
と
し
て
、
次
の
方

を
委
嘱
し
て
お
り
ま
す
。

●
行
政
相
談
委
員
名

遠
藤
清
一
郎

●
住
所

小
野
新
町
字
仲
町
二
十
五
番
地

●
電
話

七
二
―
二
〇
五
八

行
政
相
談
委
員
は
、
総
務
大
臣
が

委
嘱
す
る
も
の
で
、
国
の
仕
事
を
始

め
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
な
ど
の
特
殊
法
人
等
の

仕
事
に
つ
い
て
の
苦
情
や
意
見
・
要

望
を
受
け
付
け
、
皆
さ
ん
と
関
係
行

政
機
関
等
と
の
間
に
立
っ
て
、
そ
の

解
決
を
促
進
す
る
よ
う
相
談
に
応
じ

て
い
ま
す
。

ま
た
、
五
月
十
七
日
（
月
）
か
ら

二
十
三
日
（
日
）
ま
で
の
一
週
間
は
、

「
春
の
行
政
相
談
週
間
」で
す
。
行
政

相
談
委
員
は
い
つ
で
も
自
宅
で
相
談

に
応
じ
て
い
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

な
お
、
五
月
は
「
さ
わ
や
か
行
政

サ
ー
ビ
ス
月
間
」
に
も
な
っ
て
お
り

ま
す
。
役
所
な
ど
の
仕
事
に
つ
い
て

「
事
務
処
理
が
遅
い
」、「
昼
休
み
に
窓

口
を
閉
め
て
い
る
」
な
ど
行
政
サ
ー

ビ
ス
に
対
す
る
ご
意
見
・
ご
要
望
等

ち
づ
く
り
」
を
推
進
し
て
い
き
ま

す
。

四
月
一
日
、
亀
田
憲
弘
氏

（
谷
津
作
字
平
舘
三
十
二
番

地
）
が
小
野
町
消
防
団
長
に

再
任
命
さ
れ
、
春
山
町
長
か

ら
辞
令
書
が
交
付
さ
れ
ま
し

た
。今

後
引
き
続
き
四
年
間
、

消
防
団
の
責
任
者
と
し
て
予

審議会のもよう

あ
れ
ば
、

こ
の
機
会

に
ぜ
ひ
ご

相
談
く
だ

さ
い
。

防
消
防
を
始
め
、
町
民
の
安
全
確
保

の
た
め
一
層
の
ご
活
躍
を
お
願
い
し

ま
す
。


